
基準値 目標値 達成

年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 30年度

- 15 55 82 92 94 100

- - 100 100 100

基準値 目標値 達成

－年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 －年度

- 2.2 5.1 7.1 12.3 14.8
増加傾向
の維持

- - - - -

施策の分析

担当部局名
総合環境政策局環

境計画課
　作成責任者名
　 （※記入は任意）

大村　卓 政策評価実施時期 平成27年6月

次期目標等への
反映の方向性

【施策】
・政府の地球温暖化対策計画の策定に伴う、地方公共団体実行計画策定マニュアルの改定を行う。
【目標及び測定指標】
・政府の地球温暖化対策計画の策定に伴い、地方公共団体実行計画（実行計画）の改定・策定が大幅に
増加する見込みである。また、地球温暖化対策計画の策定に伴う政府実行計画の策定に伴って、地方公
共団体実行計画（事務事業編）を含めた一体的な地方公共団体実行計画の推進を図ることが重要であ
る。このことから、持続可能な地域づくりを総合的に評価できるよう、地方公共団体（事務事業編）の策定
率を含めるなど、測定指標の見直しを検討する。

学識経験を有する者の知
見の活用

大学教授や専門機関の研究者等を含めた検討会にて、地域エネルギーの在り方、低炭素バスの導入支
援策、自治体の民生・業務部門削減等をテーマとして事例調査研究や国の支援策を検討した。

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査結果（平成２６年１０月１日現
在）（環境省）

２　指定都市・中核市・施
行時特例市以外の市町村
における地方公共団体実
行計画（区域施策編）の策
定率（％）

実績値

○

年度ごとの目標値

評
価
結
果

目標達成度合いの
測定結果

相当程度進展あり

・都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市における地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定率
は、伸び率が低下しているものの目標値への達成に向けて着実な進展がみられる。

・地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画（区域施策編）の全国的な策定率の向上と地域
における実効性の高い温室効果ガス削減の対策施策の推進を図るため、地方公共団体職員の人材育成
や技術支援、波及効果の高い再エネ・省エネモデル設備導入の支援を推進している。
・現時点では、平成25年3月15日地球温暖化対策推進本部において、「当面の地球温暖化対策に関する
方針」として、「地球温暖化対策を切れ目なく推進する必要性に鑑み、新たな地球温暖化対策計画の策定
に至るまでの間においても、地方公共団体、事業者及び国民には、それぞれの取組状況を踏まえ、京都
議定書目標達成計画に掲げられたものと同等以上の取組を推進することを求めることとし、政府は、地方
公共団体、事業者及び国民による取組を引き続き支援することで取組の加速を図ることとする」こととして
いるが、地方公共団体においては政府の地球温暖化対策計画の策定を待って、改定・策定するという意
向も多いのが現状である。
・また、一方で地域主導による再生可能エネルギーや未利用エネルギーを利用した自立分散型のエネル
ギー供給システムの導入を推進し、災害時においても地域ごとに住民の安全や都市機能を最低限保持で
きる「災害に強く、低炭素な小さい地域づくり」についても全国的な支援を展開している。

1 1 （※記入は任意）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

京都議定書目標達成計画　第３章第１節２．「地方公共団体」の基本的役割及び第３章第３節１．総合的・
計画的な施策の実施

測定指標

１　都道府県・指定都市・
中核市・施行時特例市に
おける地方公共団体実行
計画（区域施策編）の策定
率（％）

実績値

△

年度ごとの目標値

繰越し等（c） - - （※記入は任意）

合計（a＋b＋c） 3 2 （※記入は任意）

執行額（百万円）

3 2 2 2

補正予算（b） - - - -

達成すべき目標
すべての都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市において地方公共団体実行計画（区域施策編）を早
期に策定し、それ以外の地方公共団体においても策定を推進するとともに、具体的な対策の実施等を通じ
低炭素な地域づくりを推進する。また、災害にも強く、環境に配慮した地域づくりを推進する。

施策の予算額・執行額等

区分 24年度 25年度 26年度 27年度

予算の
状況
（百万
円）

当初予算（a）

平成26年度実施施策に係る政策評価書
（環境省２７－３６）

施策名 目標８－２　環境に配慮した地域づくりの推進

施策の概要
地域での取組支援と地域間の連帯を進め、災害にも強く、環境負荷の小さい持続可能な地域づくりの全国
的展開を図る。また、公害防止計画を推進することにより、公害の早急な解決と未然防止を図り、地域住
民の健康を保護し、生活環境を保全する。

別紙２


